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小
笠
原
諸
島
は
、
東
京
の
南
南
東
約
１
０
０

０
㎞
に
位
置
し
、
週
一
回
の
定
期
船
「
お
が
さ

わ
ら
丸
」
で
所
要
時
間
24
時
間
で
す
。
父
島
を

は
じ
め
、
30
余
り
の
小
さ
な
島
々
か
ら
な
り
、

総
面
積
は
１
０
，
４
３
５
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
す
。

こ
れ
ま
で
一
度
も
大
陸
と
陸
続
き
に
な
っ
た

こ
と
が
な
く
、
独
自
の
進
化
を
遂
げ
た
貴
重
な

動
植
物
が
数
多
く
生
息
・
生
育
し
て
い
ま
す
。

平
成
23
年
に
は
世
界
自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま

し
た
。

一
方
で
個
々
の
島
々
が
小
面
積
で
あ
る
が
故

に
人
間
活
動
や
外
来
種
の
影
響
を
受
け
や
す
く
、

島
独
自
の
生
態
系
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
困

難
な
地
域
で
も
あ
り
ま
す
。

関
東
森
林
管
理
局
は
、
小
笠
原
諸
島
の
国
有

林
６
，
６
１
３
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
管
理
し
て
お
り
、

そ
の
84
％
に
当
た
る
５
，
５
７
９
ヘ
ク
タ
ー
ル

を
平
成
19
年
に
「
小
笠
原
諸
島
森
林
生
態
系
保

護
地
域
」
に
設
定
し
て
い
ま
す
。

森
林
生
態
系
保
護
地
域
は
、
林
野
庁
が
全
国

各
地
に
設
定
し
て
い
る
保
護
林
の
一
種
で
、
我

が
国
を
代
表
す
る
原
生
的
な
森
林
生
態
系
や
貴

重
な
動
植
物
が
生
息
・
生
育
す
る
森
林
を
保
護

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

平
成
20
年
に
は
、
小
笠
原
諸
島
の
原
生
的
な

自
然
を
劣
化
さ
せ
ず
後
世
に
残
す
と
と
も
に
、

人
間
活
動
等
に
よ
り
劣
化
し
た
自
然
を
回
復
さ

せ
る
こ
と
を
目
標
に
、
科
学
的
な
保
全
・
管
理

を
行
っ
て
い
く
上
で
の
指
針
と
な
る
保
全
管
理

計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
森
林
生

態
系
保
護
地
域
へ
の
無
秩
序
な
入
り
込
み
に
よ

る
植
生
衰
退
が
進
ま
な
い
よ
う
、
立
入
り
は
指

定
し
た
ル
ー
ト
に
限
定
す
る
と
と
も
に
、
利
用

講
習
会
を
受
け
た
者
の
同
行
を
条
件
と
す
る
な

ど
、
新
た
な
利
用
ル
ー
ル
を
導
入
し
ま
し
た
。

利
用
講
習
会
で
は
、
森
林
生
態
系
保
護
地
域

に
立
ち
入
る
際
の
き
ま
り
や
指
定
ル
ー
ト
の
種

類
、
固
有
種
の
保
護
・
保
全
、
外
来
種
駆
除
・

拡
大
防
止
に
関
す
る
啓
発
、
安
全
対
策
や
関
係

法
令
等
に
つ
い
て
、
担
当
官
か
ら
説
明
し
、
適

正
な
森
林
利
用
へ
の
協
力
を
呼
び
か
け
て
い
ま

す
。利

用
講
習
会
は
、
現
地
の
父
島
・
母
島
だ
け

で
な
く
、
関
東
森
林
管
理
局
東
京
事
務
所
で
も

定
期
的
に
開
催
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
受

講
者
数
は
、
小
笠
原
の
森
林
で
活
動
す
る
島
民

や
環
境
教
育
指
導
者
、
自
然
ガ
イ
ド
、
調
査
・

研
究
者
な
ど
、
５
千
人
以
上
に
の
ぼ
り
ま
す
。

利
用
講
習
会
の
受
講
希
望
は
、
メ
ー
ル
や
Ｆ

Ａ
Ｘ
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
詳
細
は
、
関
東

森
林
管
理
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（ht
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）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

観
光
旅
行
で
小
笠
原
諸
島
を
訪
れ
る
方
が
森

林
生
態
系
保
護
地
域
に
立
ち
入
る
際
は
、
利
用

講
習
会
を
受
講
し
た
ガ
イ
ド
等
に
同
行
し
て
い

た
だ
く
な
ど
、
利
用
ル
ー
ル
へ
の
御
理
解
、
御

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

小
笠
原
諸
島
森
林
生
態
系
保
護
地
域
利
用
講
習
会
に
つ
い
て

計
画
保
全
部

計
画
課観光客への普及啓発活動

利用講習会を受講したガイドによる説明

利用講習会

指定ルートを歩く観光客


